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令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。適用時期

規模の高額な無申告に対する無申告加算税の割合が引き上げられます。 また、一定期間にわたって
繰り返し行われる無申告行為に対しても、無申告加算税等の加重措置が取られることになります。

無申告加算税等の割合の引上げ 【大企業・中小企業・個人事業】

【改正内容】

納付すべき税額（増差税額）が300万円を超える場合には、超える部分の無申告加算税の割合が30％に引き上げ
られます更正の予知がない場合の期限後申告等については、300万円を超える部分の無申告加算税の割合が
25％に引き上げられます。

■高額な無申告に対する無申告加算税の割合の引き上げ

納税額 50万円以下 50万円超～300万円以下 300万円超

現行制度 15％(10％) 20％(15％)

改正後 同上 同上 30％(25％)※1

※1 高額無申告を発生させたことについて納税者の責めに帰すべき事由がない場合については、所要の措置を講じられる予定
※2 ( )書きは、更正の予知がない場合の期限後申告等における無申告加算税の割合
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令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。適用時期

無申告加算税等の割合の引上げ 【大企業・中小企業・個人事業】

■繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置の整備
【現行制度の問題点】

現行の加算税率は、無申告を繰り返し行う者について一度に是正する場合には、無申告行為が繰り返された回数
に関わらず一律であるため、意図的に無申告行為を繰り返す者に対する牽制効果は限定的。
【改正内容】

前年度及び前々年度に無申告加算税等を課される者について、更なる無申告行為に対して課される無申告加算
税等を10％加重する措置が取られます。

（出典：令和4年12月13日 税制調査会 「マル政等処理案概要〔納税環境整備〕」）
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無申告加算税等の割合の引上げ 【大企業・中小企業・個人事業】

300万円超の部分30％

前年度及び前々年度につき、
無申告加算税又は無申告
重加算税が課される者が行う、
更なる無申告行為に対して
課される無申告加算税又は
無申告重加算税10％加重
措置を加える

（出典：財務省HP 「加算税の概要」に一部加筆）
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